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社 会 保 険 庁

「法令遵守委員会」の機能強化等について

趣 旨

社会保険庁では、今般、国民年金保険料の免除等について、法令等に定める手続に反

、 、する事務処理や 本庁からの調査指示に対する誤った報告が行われていたことを踏まえ

こうした問題の再発防止策の一環として、社会保険事務所及び地方社会保険事務局の事

務手続における法令違反の疑い等について、早期発見及び早期対処等を図るため、法令

遵守委員会の機能の強化等を行います。

実施内容

１．法令遵守委員会(本庁)による調査等の範囲の拡大

社会保険事務所及び地方社会保険事務局の事務手続における法令違反の疑い等に

ついて、これまでに行ってきた社会保険庁職員からの内部通報に加え、以下の情報

、 。についても必要な調査を行うとともに 調査結果に基づく措置について協議します

（１）職員以外の方からの外部通報（法令違反通報窓口への通報等）

（２）社会保険事務所から報告される各種の事件・事故・事務処理誤り

２．各社会保険事務局における法令遵守委員会の設置

本庁に加えて、各社会保険事務局においても法令遵守委員会を設置し、本庁の法

令遵守委員会と連携しつつ、以下の事項等について対応します。

（１）法令遵守委員会（本庁）が決定した是正措置、再発防止措置等の実施の徹底

（２）本庁に報告された事件・事故・事務処理誤りの事案の調査及び調査結果に基

づく措置の検討（既に対応事例があり、本庁の法令遵守委員会による対応が必

要でない事案に限る ）。



（参考）

法令遵守に関する研修計画・法令遵守推進報告の提出

研修への反映
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